
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

引き取り訓練について 

                                                        避難訓練担当  

 本校では、大雨（特別警報・警報が発表された場合）、地震（震度５弱以上）などの災害が起きた際には、児童の安全確保
のため、保護者（または災害時引き取り人）に来校していただき、児童を引き取るようお願いしています。その際は、緊急メー
ル（Ｈome&School）にてお知らせします。 
 ７月１１日（土）１１時２０分頃、引き取り訓練を開始します。保護者の皆さまのご協力をお願いします。 
【流れ】 
①混雑を避けるために、訓練中、校内は一方通行となります。安全のためにご理解ご協力をお願いいたします。 
②年度当初、教育指導カードに記入していただいた災害時引取人が引き取りにきてください。その他の方が引き取りにくる場
合は、前日までに担任にお伝えください。 
③１１時３５分から引き取り訓練を開始します。保護者は授業終了後、廊下でお待ちください。引き取り訓練から来校される場
合も廊下でお待ちください。 
※きょうだいがいる場合は、上の学年のお子様から引き取っていただきます。２時間目終了後、上の学年のお子様の教室に
移動してください。 
④帰宅するまでが引き取り訓練ですので、静かに速やかに安全に下校をお願いいたします。 
※１１時５０分までに引き取りが来なかった場合は、教員が各コース別に通学路の途中まで送ります。 
※放課後クラブの児童は、引取人訓練開始後、放課後クラブへ引き渡します。 
※引き取りの際は上履きと下履きを入れる袋、入校証を持参し、担任に入校証をご提示ください。 

幡代だより 
【教育目標】自分もまわりも大切にする子ども/めあてをもって自ら学び続ける子ども/心身ともにたくましい子ども 
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幡代小学校のサポーター 
校長 山本 浩司  

サッカーワールドカップが開催され、日本代表の活躍に胸を躍らせている方も多いのではないでしょうか。初出場から約３０

年、日本は強豪国とも互角に戦い、「優勝」を目標に掲げられるチームへと成長してきました。その背景には、選手や監督の努

力に加え、声援を送り続けるサポーターの存在があります。ある代表選手は「苦しいときも声援が背中を押してくれる」と語って

おり、サポーターによってチームが強くなっていることが分かります。 

幡代小学校にも多くの「サポーター」がいらっしゃいます。様々な場面で子供たちの成長を後押ししてくださる方々です。 

例えば登校時、毎月１０日と２０日に町会の方々が通学路に立ち、「おはよう」「車が来ているよ」と温かく子供たちを見守っ

てくださっています。読書旬間には「本の森」の方々が低学年の教室で読み聞かせを行い、素話なども交えながら、子供たちを

物語の世界へと引き込んでくださいます。毎週木曜日の中休みには「つながる菜園」の方々が来校し、畑の世話をしてくださ

います。子供たちは季節ごとの作物を育て、収穫の喜びを味わい、その一部は給食にも活用されています。夕方には、「うさぎ

ボランティア」の方々がいらっしゃり、幡代の看板うさぎ「ココア」と「マシュマロ」のお世話をし、週末や長期休業中にもご協力

いただいています。 

学習活動においても、「商盛会」をはじめとする地域の方々にご協力いただき、町探検やインタビューを通して子供たちの学

びが深まっています。幡代学級では「長寿会」の方々と一緒に遊びを楽しんだり、お話をしたりと、充実した交流活動を進めて

います。運動会の応援にも来てくださいました。冬には、「学校避難所運営委員会」の方々が、５年生を対象に防災の学習を進

めてくださいます。また、子供たちがしっかりと漢字の力をつけられるよう、校内での漢字検定の機会をつくってくださっていま

す。これは、「地域学校協働本部」の方々によるものです。 

「ＰＴＡ」の存在も欠かせません。先日の運動会では受付や誘導、見守りなど、陰に日向にご尽力いただき、運営がとてもス

ムーズだったとの声が多く寄せられました。本校のＰＴＡ活動は充実しており、他校から関心を寄せられるほどです。 

このように、学校は多くの方々の支えによって教育活動が充実しています。また、温かな関わりやまなざしは、子供たちの安心

感や自己肯定感を育みます。地域全体で子供たちを育てていると言えます。本紙面だけでは十分に伝えられませんが、紹介し

た以外にもまだまだたくさんの方々がいらっしゃいます。今後も引き続き、幡代小学校の「サポーター」の方々のご理解とご協力

を賜りながら、よりよい学校づくりを進めてまいります。 



日 曜 時間割 朝 行事 1年 2年 3年 4年 5年 6年

1 水 C時程 PMこころの劇場（６年）　脊柱側弯検診（欠席者） 4 4 4 4 4 6

2 木 B時程 安全指導 5 5 6 6 6 6

3 金 セーフティー教室　体力テストオンライン入力締切（１・２年） 5 5 5 6 6 6

4 土 ＊社会を明るくする運動

5 日

6 月 全校朝会 探究ゼミ　色覚検査（４年希望者） 5 5 6 6 6 6

7 火 5 6 6 6 6 6

8 水 C時程 4 4 4 4 4 4

9 木
午前C時程

午後B時程
たてわり班活動 5 5 6 6 6 6

10 金 5 5 5 6 6 6

11 土 火A C時程 学校公開日（２・３時間目公開）　引き取り訓練（４時間目） 4 4 4 4 4 4

12 日

13 月 全校朝会 探究ゼミ　 5 5 6 6 6 6

14 火 5 6 6 6 6 6

15 水 C時程 個人面談① 4 4 4 4 4 4

16 木 B時程 個人面談② 5 5 5 5 5 5

17 金 全校朝会 給食終了　個人面談③　着衣泳（６年）　下校指導日 5 5 5 5 5 5

18 土

19 日

20 月 海の日

21 火 個人面談④　夏季休業日始

22 水 個人面談⑤

23 木 個人面談⑥

24 金 日光事前検診（６年）

25 土 日光高原学園始（６年）　本の森

26 日

27 月 日光高原学園終（６年）

28 火

29 水 飯山事前検診（５年）

30 木 飯山自然体験教室始（５年）

31 金

8/1 土 飯山自然体験教室終（５年）

31 月 全校朝会 下校指導日 4 4 4 4 4 4

9/1 火 避難訓練　給食始 5 6 6 6 6 6

2 水 C時程 身体計測（１・２年・幡代学級） 4 4 4 4 4 4

3 木 B時程 身体計測（５・６年） 5 5 6 6 6 6

4 金 身体計測（３・４年） 5 5 5 6 6 6

A

B

A

夏季休業　7/21～8/30
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A 時程 最終下校時刻 B 時程 最終下校時刻 C時程 最終下校時刻 

４時間授業の日 １：３０ 

５時間授業の日 ２：３５ 

６時間授業の日 ３：２５ 

４時間授業の日 １：１０ 

５時間授業の日 ２：１０ 

６時間授業の日 ３：００ 

３時間授業の日 １１：２５ 

４時間授業の日   １：００ 

給食なしの日   １２：１５ 

※時程は、特別な記載がない場合は A時程です。 ※校外学習のある学年の掃除はありません。 

※各学年の数字は、時数を表します。 ※A・B週は高学年の時間割を示しています。 
７月の行事予定 

夏休みの生活 
生活指導主任 

７月２１日（火）から夏休みが始まります。
夏休みは自分で生活のリズムを整えなけれ
ばなりません。また、様々な誘惑や危険も予
想されます。安全で楽しく充実した夏休みが
過ごせるよう、お子さんと夏休みの過ごし方
についてお話しください。後日配布される生
活指導のお手紙もお読みください。 

個人面談について 

７月１５日（水）から７月２３日（木）まで保
護者と担任での面談を実施いたします。学
校やご家庭での過ごし方や学習について共
通理解を図り、今後の指導に役立てること
をねらいとしています。 

７月１１日（土） 学校公開について 
全学年、C 時程４時間授業で、２、３時間目が公開、４時間目が引き取り

訓練となります。１１時３５分から引き取り次第下校となり、１１時５０分に引
き取りを完了する予定です。訓練の詳細については表面「引き取り訓練に
ついて」をご覧ください。 
各学級の時間割や授業の場所については、追ってHome＆Schoolにて

お知らせします。 
参観の際には必ずスリッパ等をご持参いただき、外靴は袋などに入れて

ください。授業中の会話や携帯電話等のご使用はお控えください。また、自
転車でご来校することはできませんので、ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。 

 

 

 

 

 

 

セーフティ教室について 

生活指導部 
 ７月３日（金）の 5・6時間目に、代々木警察署の方を招いて、セーフティ教室を行います。ねらいは、「交通法規や集団での
歩行の仕方を理解し、道路の状況に応じた安全な通学をできるようにすること」、「自転車に関する基本的な交通法規を徹
底し、安全な走行ができるようにすること」の２つです。5時間目に１・２・3年生・幡代学級、6時間目に４・５・6年生が登下
校の歩行の仕方や自転車の乗り方などについて学習を行います。児童が安全に生活できるように、ご家庭でもぜひ話題に
してみてください。 


